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１ 見直しの趣旨 

 
近年の厳しい財政状況や経済状況を背景に，地方公共団体においては，より一層の

行財政改革が求められており，また，分権型社会への転換に向けて官民の役割を見直

し，民間でできることは民間に委ねることが求められております。 

 本市において，これまで外郭団体は，市民ニーズの多様化，高度化等に柔軟かつ弾

力的に対応するため，行政の担うべき分野を補完・代替・支援するために積極的に活

用され，大きな役割を担ってきました。 
 しかし，外郭団体においては，地方自治法の改正による指定管理者制度の創設（平

成１５年度）や，「地方公共団体における行財政改革のための新たな指針」（平成１７

年３月２９日総務省通知）による改革の要請等社会環境の変化，地方自治法第２５２

条の３７の規定に基づく包括外部監査（平成１６年度「新潟市の外郭団体等の財務，

事業の執行，法人の運営について」）による指摘など，そのあり方が問われており，経

営の健全化に向けて取り組むとともに，新たなニーズに対応できるような体制への転

換が求められております。 
 本市では，これまで外郭団体の見直しについては，毎年度，所管課による個々の委

託事業の内容や団体への市職員の派遣の見直しといった部分的な取り組みは行ってき

ましたが，市全体として統一的に外郭団体の事業やそのあり方を見直し，個々の団体

の役割や機能等の点検・評価や，それに基づく指導・監督の実施については行われて

きませんでした。 
この「外郭団体見直し方針（以下「本方針」という。）」は，こうしたこれまでの取

り組みの経緯を踏まえ，包括的に外郭団体のあり方を検討し，各団体に対する人的支

援・財政的支援等について，市として組織的に見直すとともに，経営主体である各団

体が，自ら積極的な改善・改革を実施することにより，効率的な経営体制を確立する

ことができるよう策定するものです。 
本方針に基づき，各団体の具体的な改革計画を策定し，外部による客観的評価など

も取り入れながら，今後も継続的に見直しの取り組みを進めていきます。 
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２ 見直しの対象とする外郭団体 

 

（１）見直しの対象とする外郭団体 

本方針による見直しの対象とする外郭団体は，地方自治法上の規定において，本市

が経営状況等へ関与することが認められている団体のほか，本市との関係が深いと認

められる団体など，以下の２７団体とします。 

① 地方自治法により，経営状況を説明する書類を市議会へ提出する義務のある，
本市の出資等の比率が５０％以上の団体（１７団体） 

② 地方自治法により，監査委員が監査することができる，本市の出資等の比率
が２５％以上の団体（５団体） 

③ 本市が継続的に，団体に市職員を派遣したり，補助金や負担金，委託料等を
支出して人的支援や財政的支援を行っているなど，本市と密接な関係にある

団体（５団体） 

 

【参考】地方自治法に基づく地方公共団体の長等による外郭団体への関与 

出資等比率 地方公共団体の長等による関与（地方自治法の関係規定） 

５０％以上 ・予算執行に関する長の調査権（第２２１条第３項） 

・長の議会に対する経営状況の提出義務（第２４３条の３第２項） 

２５％以上 ・監査委員の監査（第１９９条第７項） 

・包括外部監査契約に基づく外部監査人の監査（第２５２条の３７第４項） 

・個別外部監査契約に基づく外部監査人の監査（第２５２条の４２第１項） 
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【見直しの対象団体一覧】（平成１７年４月１日現在） 

① 本市の出資等の比率が５０％以上の団体

財団法人 新潟市国際交流協会 1,000,000 1,000,000 100.0% 国際課

財団法人 新潟市芸術文化振興財団 1,000,000 1,000,000 100.0% 文化振興課

財団法人 新潟市体育協会 500,500 500,500 100.0% 体育課

財団法人 新潟市都市緑化推進協会 100,000 100,000 100.0% 公園水辺課

財団法人 新津文化振興財団 100,000 100,000 100.0% 新津美術館業務課

財団法人 新潟水道サービス 62,703 62,703 100.0% 水道局総務課

地方公社 新潟市土地開発公社 30,000 30,000 100.0% 用地対策課

財団法人 新潟市勤労者福祉サービスセンター 102,000 100,000 98.0% 商工振興課

財団法人 新潟地域産業振興センター 110,000 95,000 86.4% 商工振興課

株式会社 新津地域振興 60,000 49,950 83.3% 管財課

財団法人 新潟観光コンベンション協会 421,030 300,500 71.4% 市政創造推進室

財団法人 新潟インダストリアルプロモーションセンター 89,460 50,000 55.9% 産業企画課

株式会社 エフエム新津 68,000 35,000 51.5% 新津支所地域振興課

財団法人 會津八一記念館 198,400 100,000 50.4% 文化振興課

財団法人 新潟勤労者福祉振興協会 500,000 250,000 50.0% 商工振興課

株式会社 まちづくり豊栄 33,300 16,650 50.0% 商工振興課

社団法人 しろね農業振興公社 12,000 6,000 50.0% 食と花の推進課

② 本市の出資等の比率が２５％以上の団体

財団法人 新潟テレトピア振興協会 315,500 140,000 44.4% 情報政策課

財団法人 新潟ミートプラント 100,000 40,000 40.0% 農業振興課

株式会社 新潟市環境事業公社 50,000 17,320 34.6% 廃棄物政策課

株式会社 新潟地下開発 611,800 160,000 26.2% 商工振興課

株式会社 新潟バイオリサーチパーク推進機構 80,000 20,000 25.0% 産業企画課

③ 市が継続的に，人的又は財政的に支援を行う等，本市と密接な関係にある団体

財団法人 新潟市開発公社 130,000 30,000 23.1% 用地対策課

社会福祉法人 新潟市社会福祉協議会 ― ― ― 保健福祉総務課

社団法人 新潟市シルバー人材センター ― ― ― 高齢者福祉課

社会福祉法人 とよさか福祉会 ― ― ― 豊栄支所保健福祉課

社会福祉法人 豊聖福祉会 ― ― ― 豊栄支所保健福祉課

5,674,693 4,203,623合　　計

法人種別 団　体　名
出資等総額

(千円)
市出資等額

(千円)
所　管　課出資等比率
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 外郭団体は，設立目的，法人の形態，規模などが多様であり，本市が出資を行う以

上，公益性が求められるのは当然のことですが，例えば商法に基づく株式会社と民法

に基づく公益法人とでは，自ずと公益性及びその対極となる利益獲得・営利性の度合

いは異なります。そのため，本市の関与や支援等を一律に行うことは適切ではありま

せん。 

従って，見直しの対象団体を以下のような指標に基づく類型化を行い，これを基本

的な経営基準としたうえで，個々の団体における現状の課題と合わせて，今後の経営

の見直しの方向性を検討することとします。 

 

（２）設立経過年数による分類 

 設立経過年数によって，外郭団体に対する本市からの支援の要否が変わってくるた

め，団体を以下のように分類することとします。 

   ① 設立経過年数が５年未満の外郭団体 

     事業の立ち上げや拡大の途上にあるため，必要に応じて本市からの人的， 

財政的支援が必要な団体 

   ② 設立経過年数が５年以上の外郭団体 

     自主性，自立性を高め，本市からの人的，財政的支援に依存しない経営が

必要な団体 

 

（３）法人形態による分類 

 外郭団体は，設立や関与等に関する根拠法令が異なるため，一律に見直しを行うこ

とは適当ではありません。根拠法令に基づいて外郭団体を分類すると，以下のように

分類されます。 

① 民法第３４条に基づく公益法人（財団法人及び社団法人） 
② 社会福祉法人 
③ 地方公社 
④ 商法法人 

 

（４）機能による分類 

 本市の外郭団体のうち，大半を占める財団法人等（公益法人，社会福祉法人）につ

いては，更に次のように分類することとします。 

   ① サービス提供型 

     各種の公共サービスを提供，創出することを目的とする団体 

    ア．行政代行型 

       行政が直接執行することもできるが，効率性等の観点から業務を委託 

している行政の代行，補完を主に目的とする団体。 

 

    イ．行政機能拡大型 

       民間機能の活用，誘導など民間との協働等によって公共サービスの提 

供等を行い，行政機能の拡大を主な目的とする団体。 

 

 



- 5 - 

   ② 施設管理運営型 

     公共施設を管理運営，又は公共施設を拠点に活動している団体 

 

 以上の法人形態及び機能別分類による各外郭団体の基本的な経営の方向性を以下の

とおりとします。 

 

【法人形態及び機能別分類による経営の方向性】 

区      分 経営の方向性 

行政代行型 
 本市からの委託業務を主としていることから，より効率的，

機動的な運営の確保に努める。 

サービス 

提供型 行政機能 

拡大型 

 主として民間との協働による行政機能の拡大を目的とし，

本市からの補助等により運営されていることから，各団体そ

れぞれの設立目的に応じた方向で，民間の資金，人材，知

識，経験等を導入し，自主事業の拡充を図り，独立性を高め

る。 

財
団
法
人
等 

施設管理運営型 

 指定管理者制度の導入により，原則として公募により指定

管理者の選定が行われることになるため，本市の施設管理

受託事業の割合の高い団体は，民間事業者との競争に対

応できる組織，事業構成などの抜本的な体制の見直しを図

る。 

地  方  公  社 

設立時に比べて，公社をめぐる環境は大きく変化している

ことから，法の改正の動向等を踏まえながら，必要な見直し

を図る。 

商  法  法  人 

営利企業の行動原理に基づく経営が行われることを前提

に設立された法人であることから，収益性，独立性が強く求

められることを踏まえ，可能な限り民間の手法を活用し，見

直しを図る。 

 

 見直しの対象団体を法人形態，機能，設立経過年数，出資等比率に基づいて分類す

ると，次の【外郭団体類型別一覧表】のように分類することができます。 

上記の経営の方向性を踏まえ，「３ 見直しの基本的な考え方」に示す考え方に沿っ

て，各団体の課題に応じた見直しの方向性を検討することとします。 



【外郭団体類型別一覧表】

100% 50%以上100%未満 25%以上50%未満 25%未満 100% 50%以上100%未満 25%以上50%未満 25%未満

行
政
代
行
型

(社)しろね農業振興
公社

(社福)とよさか福祉
会

(財)新潟水道サービ
ス

(社福)新潟市社会福
祉協議会
(社福)豊聖福祉会

行
政
機
能
拡
大
型

(財)新潟市国際交流
協会
(財)新潟市体育協会

(財)新潟市勤労者福
祉サービスセンター
(財)新潟観光コンベ
ンション協会
(財)新潟インダストリ
アルプロモーション
センター

(財)新潟テレトピア
振興協会
(財)新潟ミートプラン
ト

(社)新潟市シルバー
人材センター

(財)新潟市芸術文化
振興財団
(財)新潟市都市緑化
推進協会
(財)新津文化振興財
団

(財)新潟地域産業振
興センター
(財)會津八一記念館
(財)新潟勤労者福祉
振興協会

(財)新潟市開発公社

新潟市土地開発公
社

(株)まちづくり豊栄 新潟バイオリサーチ
パーク推進機構(株)

新津地域振興(株)

(株)エフエム新津
(株)新潟市環境事業
公社
新潟地下開発(株)

商法法人

設立経過年数５年以上設立経過年数５年未満

財
団
法
人
等

施設管理
運営型

地方公社

サ
ー
ビ
ス
提
供
型

設立経過年数

出資比率
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３ 見直しの基本的な考え方 

 

 本市における外郭団体は，その時々の社会情勢を受けて，本市が担うべき分野を補

完・代替・支援するために設立されてきました。 
しかし同様に，社会情勢の変化に応じて，事業の必要性，その事業を外郭団体が実

施する必要性，本市の関与のあり方，各団体のあり方等，常に見直していく必要があ

ります。 
 そこで，本市では，前記「２ 見直しの対象とする団体」による各団体の経営の方

向性を踏まえたうえで，以下の基本的な考え方のもと，各外郭団体の具体的な見直し

の方向性を検討することとします。 

 

（１）外郭団体の設立目的の検証 

外郭団体を見直すに当たっては，第一に各団体の所期の目的が達成されたかどうか

を検証します。 

 また，各団体の設立当時には必要とされていた事業が，社会情勢の変化により，継

続して実施する必要性が低下し，その結果，設立目的の意義や団体の存在意義が薄れ

ている可能性もあります。 

 所期の目的を達成した団体や存在意義が薄れた団体については，廃止や縮小等を進

めていきます。 

 

（２）サービスの提供主体の見直し 

 現在，外郭団体が提供しているサービスや実施している事業について，他の外郭団

体が類似サービス等を提供していないかどうか，本来は誰が担うべきで，誰が提供す

ることが効率的で効果的なのかを検証します。 

 複数の団体が類似サービス等を提供している場合には団体の縮小や統合を，民間等

の他の主体による提供の方が効果的・効率的であると判断される場合には当該サービ

ス等からの撤退や団体の縮小，廃止を進めていきます。 

 

（３）本市の関与の見直し 

 本市職員の外郭団体への派遣や兼務，本市職員やＯＢによる団体役員への就任につ

いては，各団体の自主性・自立性を高めるために見直しを行います。 

また，本市が団体へ支払う補助金や委託料等については，補助対象となる事業の公

益性，委託によって期待される成果が得られるかなどを勘案しながら，その必要性や

的確性を検証し，削減を図っていきます。 

団体への人的支援や財政的支援等の本市の関与を最小限に留めた上で，団体が効率

的で効果的な運営・経営体制を築くことができるようにするため，本市は団体に対し

て適切な指導・監督を行います。 
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（４）活性化に向けた環境整備 

 外郭団体においては，自らの経営資源を効率的・効果的に利用し，その設立目的を

考慮に入れながら市民からの新たなニーズに適切に応えていくためには，活性化を図

ることが求められます。 

 団体の活性化に向けて，各団体は経営目標を明確にした上で，経営計画の設定や事

業の評価等の取り組み，団体運営に関する積極的な情報提供を行うとともに，本市は

団体の自主性・自立性を尊重しつつ，団体が活性化に向けて取り組めるよう環境の整

備を行うほか，組織体制の強化が必要な団体については団体間の統合を推進します。 

 

（５）指定管理者制度への適切な移行 

 公の施設※1の管理運営を外部に行わせるには，これまでは地方公共団体が出資する

外郭団体等への委託に限定されていましたが（管理委託制度※2），地方自治法の改正に

より，民間事業者等を指定して施設の管理運営を行わせることができるようになりま

した（指定管理者制度※3）。 

 この地方自治法の改正を受けて，本市では「公の施設に係る指定管理者制度に関す

る指針」（平成１６年１２月１日策定）に基づき，指定管理者制度を導入する施設につ

いては，原則として公募によって指定管理者を選定することとし，市民サービスの向

上と施設管理経費の削減を図っていきます。 

 他方，本市の施設の管理運営を受託してきた団体は，今後も指定管理者として選定

されるためには，民間事業者等との競争に打ち勝つことが必要となりますが，その前

提として，各団体が自らの特徴や強みを生かして経営基盤を強化するとともに，市民

サービスの向上に積極的に取り組んでいく必要があります。 

 

【参考】公の施設と管理委託制度，指定管理者制度 

 
概  要 

地方自治法の 

関係規定 

※1 公の施設 住民の福祉を増進する目的をもって，その利用に供するため

に地方自治体が設置する施設。 
第２４４条 

※2 管理委託 

制度 

地方公共団体の出資法人や公共的団体等の以下の団体に

のみ公の施設の管理を委託することが可能。管理業務の内容

は委託契約に基づく。 

 ・出資法人（５０％以上出資等） 

 ・公共団体（土地改良区等） 

 ・公共的団体（農協，自治会等） 

※3 指定管理者

制度 

 指定管理者を指定して公の施設の管理を委任。指定管理者と

して指定される団体には，株式会社等の民間事業者やＮＰＯ等

も含まれ，法律上制限はない。指定管理者の業務の内容は地

方公共団体が条例で定める範囲に限られる。 

第２４４条の２ 
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【サービス提供主体の検証】

【本市の関与の見直し】

組織体制の強化 【活性化に向けた環境整備】

外郭団体見直しのプロセス

統　合

効率化・活性化

設立目的の検証

廃止・縮小

撤　退
(統廃合・縮小)

目的を達成
存在意義の低下

競合主体あり
他の提供主体の方が
効率的・効果的

【指定管理者制度への適切な移行】

　市の施設管理受託事業を主として
いる団体は，公募型指定管理者制度
への移行に向け，経営基盤の強化・
市民サービスの向上を図る
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４ 外郭団体における課題 

 

 外郭団体の所管課に対して実施した調査やヒアリングの結果，各団体について，以

下のような課題が明らかになりました。 

 

（１）共通課題 

① 団体のあり方 

 各外郭団体の設立目的や事業内容が類似している団体が見られたほか，本 

市と団体との役割分担が不明確となっている団体，効果的な事業を実施でき 

ていない団体も中には見られました。 

 設立目的や事業内容が類似している団体は統合を，効果的な事業を実施で

きていない団体は廃止を検討する必要があります。また，本市と団体との役

割分担が不明確な団体は，実施事業を見直す必要があります。 

 

② 団体運営の独立性と活性化 

外郭団体の職員及び役員としての本市からの派遣職員や兼務職員，本市Ｏ

Ｂ職員が多いほか，団体の収入に対する本市からの補助金や委託料等の割合

が高いことなどから，独立した運営が行われていない団体もありました。 

 各団体は，本市職員や本市ＯＢ職員に代わる団体の固有職員の雇用や育成，

役員数・職員数の適正化を図り，自主財源の確保と自主事業の展開に努め，

独立性を高めるとともに，事業や運営状況について点検評価し，団体の運営

を活性化していく必要があります。 

 

   ③ 透明性の確保 

     各外郭団体の事業や財務状況の公表が十分とは言えず，情報提供が不足し

ている団体や情報公開等に関する規程が整備されていない団体もありました。 

     現在の情報化社会の下では，各団体は積極的に情報提供することにより，

団体の運営状況の透明性を図る必要があります。 

 

   ④ 経営基盤の強化とサービスの向上，指定管理者制度への対応  

     近年の厳しい社会経済情勢の中で，公共サービスの一端を担う存在として，

外郭団体は経営の効率化，サービスの向上に努めることが求められます。 

     引き続き事業を実施するため，或いは指定管理者制度に対応していくため，

各団体は継続的に給与水準や契約方法の見直し等に基づく経費削減，基本財

産等の有効活用や収益事業の展開等に基づく自主財源の確保によって経営基

盤を強化するとともに，市民のニーズを的確に把握し，サービスの向上を図

る必要があります。    
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（２）各外郭団体個別の課題 

団 体 名 主な課題 

(財)新潟市国際交流協会 【組 織】 

・財団のプロパー職員が少なく，事業の殆どが市の兼務職員で行われてい

る。 

【財 務】 

・外国債で運用することにより，有効に運用できているが，為替リスクが残

る。但し，他の有効な運用方法が見つかっていない。 

【事 業】 

・市の兼務職員で殆ど構成されているため，業務内容が，本来市がすべき

業務なのか財団の業務なのか，市との役割分担が曖昧となっている。 

・国際友好会館の管理業務について，次回の指定管理者選定時に公募

が予定されるため，その対応が急がれる。 

(財)新潟市芸術文化振興

財団 

【組 織】 

・市からの派遣職員や一部職務専念義務を免除された職員が多い。 

【財 務】 

・基本財産の運用益等の収入が少なく，市からの委託料，補助金が収入

の多くを占めている。 

【事 業】 

・事業に占める施設管理事業の割合が大きくなっている。 

・歴史博物館や旧新潟税関庁舎等に加えて市民芸術文化会館，音楽文

化会館について，公募による指定管理者制度への対応も必要である。 

(財)新潟市体育協会 【組 織】 

・協会の常勤の固有職員が不在であり，市の兼務職員によって運営される

ことにより，体育課と協会が一体化している。 

・政令指定都市移行後に事務量の増加が予想される中，専任職員の配置

による事務局体制の強化が求められている。 

【財 務】 

・基本財産の運用益が少なく，運営資金の確保が困難であり，市の補助金

と賛助会費によって運営している。 

(財)新潟市都市緑化推進

協会 

【組 織】 

・管理運営している各施設の職員の殆どが長期雇用の臨時職員であり，事

務局の担当者が市からの派遣職員２名のみであるなど，組織基盤が脆弱

である。 

【財 務】 

・市からの委託料が収入の多くを占めている。 

【事 業】 

・実施事業について，市からの施設管理事業が中心となっている。 

・施設管理事業について，次回の公募による指定管理者制度への対応に

ついて早急に検討する必要がある。 

(財)新津文化振興財団 【組 織】 

・施設管理事業について，公募による指定管理者として指定を受けるには

財団固有の職員が在籍しておらず，組織体制が整っていない。 

【財 務】 

・収入に占める市からの委託料や補助金の割合が大きいが，業務内容や

管理受託施設の性格等から自主財源の大幅な増収を図ることは困難で

ある。 

【事 業】 

・新潟市芸術文化振興財団と設立目的が類似している。 

・施設管理事業を行っているが，次回の指定管理者選定時に公募が予想

され，その対応が困難である。 
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団 体 名 主な課題 

(財)新潟水道サービス 【組 織】 

・役員については水道局職員や水道局職員ＯＢが殆どを占めている。 

【財 務】 

・水道局の事業運営に協力することを目的とする組織であるため，収入に

占める局からの委託料の割合が高く，財政的に局に依存している。 

・水道局からの委託料によって自主事業としての日本海タワーの運営経費

の一部を賄っているとともに，老朽化した施設設備を改修する財源が無

い。 

【事 業】 

・日本海タワーの運営については，類似施設の出現などによる入館者数の

減少が進み，採算がとれなくなっている。 

・委託業務については，その殆どが随意契約となっており，水道局として他

の民間事業者との委託についての比較検討がされていない。 

新潟市土地開発公社 【組 織】 

・役員及び職員ともに市の職員が殆どであり，人事面で市との関わりが強

い。 

【財 務】 

・公共事業の代替地として保有している土地について，地価下落により含

み損及び処分時の売却損が生じている。 

・市の再取得を前提として公有地取得を行っているが，市の再買取が進ま

ずに長期保有土地を抱えている。 

【事 業】 

・地価が下落傾向にあるため，今後の土地の先行取得については市と慎

重に協議して行う必要がある。 

(財)新潟市勤労者福祉サ

ービスセンター 

【組 織】 

・設立後の年数が経過し，運営基盤が安定しているが，財団職員に占める

市からの派遣職員及び市職員ＯＢの割合が大きく，自立的な財団運営に

影響を及ぼしている。 

【財 務】 

・国からの補助金が平成 20 年度から打ち切りとなるため，財団の運営に支

障が生じる。 

【事 業】 

・経営基盤の強化には，会員の拡大による会費収入の増加が重要となる

が，積極的に活動できる組織として役員数，職員数のバランスに欠ける。 

(財)新潟地域産業振興セ

ンター 

【組 織】 

・財団の常勤役員は市職員ＯＢであり，他の団体の役員との兼務となって

いる。 

・自主事業を実施するのに必要な人材が確保されていない。 

【財 務】 

・基金の運用益を含め，自主財源が少なく，市からの産業振興センターの

施設管理委託料が主な財源となっている。 

【事 業】 

・自主財源及び人材が少ないため，産業振興センターの施設管理が主な

事業となっており，効果的な自主事業の実施が困難となっている。 

・産業振興センターの施設管理事業について，当面は非公募により指定

管理者として指定されるが，公募による指定管理者制度へ移行及びその

対応を検討する必要がある。 

・現在の施設管理だけでは，財団の存在理由は説明できないので，今後

事業，組織に大きな見直しが望めない場合は，設立目的が類似している

団体との統合などを検討する必要がある。 
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団 体 名 主な課題 

新津地域振興(株) 【組 織】 

・固有職員は雇用されているが，会社を統括する職員が不在であり，効果

的な事業を実施できない。 

【財 務】 

・自主事業の収入が乏しく，業務の殆どが市からの委託事業で成り立って

いる状況である。 

【事 業】 

・新津本町二番館や新津観光物産館，信濃バレー親水レクリエーション広

場等の市の施設の管理運営を行っているが，当該法人へ委託する必要

性が乏しい。 

・現在管理している施設については，次回の指定管理者選定時に公募が

予定されるが，その対応が困難であることが予想される。 

(財)新潟観光コンベンショ

ン協会 

【組 織】 

・民間からの派遣が減少する中，常勤職員の半数近くが市からの派遣職員

となっている。 

【財 務】 

・低金利により基本財産の運用益が低く，また，不況により賛助会費や事

業収入等の自主財源を確保するのが困難であり，財団としての自立性を

高めるだけの財源が集まらない。 

【事 業】 

・業務内容が，本来市がすべき業務なのか財団の業務なのか，市との役割

分担が曖昧となっている。 

・環日本海を中心とする国際観光都市の拠点として，観光案内センター及

び観光情報館の窓口に中国，韓国及びロシア語等での案内を対応でき

る人材が必要である。 

( 財 )新潟インダストリアル

プロモーションセンター 

【組 織】 

・市の一部職務専念義務免除の職員及び嘱託職員１名によって財団の運

営が行われており，機能の拡大を進める中で必要な組織基盤が確保され

ていない。 

【財 務】 

・基本財産の運用益が僅かとなっており，事業費や運営費の確保が困難と

なっている。 

【事 業】 

・地元経済界，大学，国等から，政令指定都市移行までに地域産業の中

核的支援機関の構築を求められており，その方策として財団を中小企業

支援センターとしてプラットホーム化し，機能を拡大することを検討してい

る。 

(株)エフエム新津 【財 務】 

・景気低迷の影響を受けて民間企業広告等の収入の減少が続いている。 

・徐々に減少しているが，1,800 万円の累積損失を抱えている。 

【事 業】 

・合併により他のコミュニティ放送局と並存しているが，競合する放送局群

の中での位置付けを確認するとともに，競合放送局との差別化及び連携

について検討することが求められる。 
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団 体 名 主な課題 

(財)會津八一記念館 【財 務】 

・人件費や運営費が市からの委託料で賄われている状況であるが，基本 

財産の運用益等の自主財源の増加は望めない状況にある。 

・財団による再委託契約について，一者随契によって行われている。 

・観覧料収入が全て市の収入となっており，財団による自助努力が生かさ

れない状況にある。 

【事 業】 

・来館者数の増加に向けて実施事業に関する周知や事業内容の見直し等

の取り組みが必要である。 

(財)新潟勤労者福祉振興

協会 

【組 織】 

・財団の常勤役員は市職員ＯＢであり，他の団体の役員との兼務となって

いるほか，市から職員が派遣されている。 

【財 務】 

・現状として，補助金が財団の収支に見合うように支給されているため，財

団による経営努力が生かされない状況にある。 

・施設運営委託で，財団からの再委託契約について，入札による契約が行

われていない。 

【事 業】 

・雇用･能力開発機構による新潟テルサの施設の持分を市が取得し，公の

施設となるため，指定管理者制度への対応が必要となる。 

・組織体制の強化，事業内容の見直し等が必要であり，設立目的や業務

内容，サービスの対象者が類似している団体との統合も検討する必要が

ある。 

(株)まちづくり豊栄 【組 織】 

・法人の設立後間もないこと及び厳しい経営状況により，事業執行体制が

確立されていない。 

【財 務】 

・収益基盤が確立されておらず，市からの委託料及び補助金が法人の主

な財源となっているほか，平成 18 年度からはＴＭＯ管理運営事業補助金

は見込めない。 

【事 業】 

・事業内容について，収益を望めないものが殆どで，商法法人が実施すべ

き事業かどうかについて検討が必要である。 

・法人の設立後の経過年数及び厳しい経営状況から，資本規模に見合っ

た事業展開がされておらず，設立目的にある役割を十分に果たしていな

い。 

・今後の事業展開の目標や方向性について不明確である。 

(社)しろね農業振興公社 【組 織】 

・市，農協及び会員による三位一体によって運営しており，市からは一部職

務専念義務免除の職員が従事しているが，現時点では会員数も少なく，

組織基盤が確立されていない。 

【財 務】 

・設立後の経過年数が短く，委託料及び補助金等によって運営されている

が，今後の事業の安定実施に向けて経営基盤の強化が必要である。 

【事 業】 

・設立後間もないため，事業が確立途上にあるとともに，事業内容について

浸透していない。 

・現在は市からの委託事業を中心に運営しているが，今後の事業の方向

性について明確にする必要がある。 
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団 体 名 主な課題 

(財)新潟テレトピア振興協

会 

【組 織】 

・職員が全員情報政策課との兼務であり，固有職員が不在である。 

【財 務】 

・基本財産等の運用収入が少なくなっており，効果的な自主事業が困難と

なっている。 

【事 業】 

・設立目的に沿った事業を実施できず，存在意義が失われつつある。 

(財)新潟ミートプラント 【組 織】 

・管理職には市派遣職員が就任しており，管理職員として財団の固有職員

の育成が行われていない。 

【財 務】 

・現在が処理能力のピークと考えられるため，今後，と畜頭数の増加が見

込めない。収入事業の多くを占めると殺解体・食肉冷蔵保管事業からの

収入増加を期待できないことから，今後の職員の年齢の増加や退職金な

どの人件費負担増の対応が困難になると予想される。 

・財団による委託契約について，入札は行われず，相見積もりによって行わ

れている。 

・市から人件費分を含む施設管理委託料が支払われている。 

【事 業】 

・食肉知識普及事業や食肉安全啓発事業が行われているが，市民に対す

る情報提供が行われておらず，情報公開等に関する規程が未整備であ

る。 

(株)新潟市環境事業公社 【組 織】 

・法人の役員として，市職員ＯＢの占める割合が高い。 

【財 務】 

・法人の収入に占める市からの委託料の占める割合が高く，その中で例年

多くの収益を上げている。 

【事 業】 

・下水道の普及に伴い，し尿収集運搬や浄化槽維持管理業務の業務量

が漸減しており，食品リサイクル施設の設置による経営の多角化を図って

いる。 

新潟地下開発(株) 【組 織】 

・役員には市や他の法人のＯＢが就任したり，職員も若手が少ないことから

新たな事業展開まで手が回りにくい状況である。 

【財 務】 

・市からの支援及び法人による経費削減の取り組みにより，債務超過額や

未処理損失額は減少しているが，依然として多額の債務を負っている。 

・現状として，かろうじて資金繰りをして存続している状態であり，経営破綻

を防ぐために抜本的な対策が必要である。 

【事 業】 

・主要事業として西堀地下駐車場関連事業及び西堀ローサや六番館ビル

の管理及びテナント誘致事業を実施しているが，多額の累積債務を削減

するためには，より収益性を増加させることが必要である。 
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団 体 名 主な課題 

新潟バイオリサーチパー

ク推進機構(株) 

【組 織】 

・設立後間もなく，今後の事業展開のため，組織体制の整備を計画的に図

っていく必要がある。 

【財 務】 

・設立後，赤字決算が続いており，早期の経営改善が必要である。 

【事 業】 

・設立目的に従い，新規産業の創出や産業の高度化を図るため，引き続き

産学官の連携体制の強化を図っていくことが必要である。 

・主要の収益事業である「機能性食品評価システム」の実施体制の確立を 

早期に行い，治験実施管理機関となることが運営上重要である。 

・バイオリサーチセンターの指定管理者として施設の安定した運営に努める 

必要がある。 

※平成 17 年６月増資により，市出資率は 25.0％から 12.5％に低下 

(財)新潟市開発公社 【組 織】 

・市からの派遣職員が多く，人事面で市との関わりが強い。 

・財団の固有職員も多く，公募による指定管理者制度の選定結果によって

は，職員の雇用確保への対応が求められる。 

【財 務】 

・市からの委託料が収入の多くを占めており，財政面で市の影響が大き

い。 

【事 業】 

・市からの施設管理事業が実施事業の多くを占めているが，指定管理者制

度への対応について早急に検討する必要がある。 

(社福)新潟市社会福祉協

議会 

【組 織】 

・市町村合併に伴う社会福祉協議会間の合併及び福祉公社との統合によ

り，組織が肥大化しており，政令指定都市への移行を踏まえた組織につ

いて検討する必要がある。 

・常勤役員は市職員ＯＢであり，また，市から職員が派遣されており，組織

改革とともに見直す必要がある。 

【財 務】 

・法人の収入に占める市からの委託料及び補助金が多い。 

【事 業】 

・民間事業者等と競合する事業も多く実施しており，法人のあり方を含めて

実施事業について見直す必要がある。 

・市からの委託業務について，他の民間事業者等への委託についての検

証が必要である。 

(社)新潟市シルバー人材

センター 

【組 織】 

・市町村合併により各市町村のシルバー人材センターも統合されたため，

組織の見直しが必要である。 

【財 務】 

・各市町村のシルバー人材センター間の統合により，国庫補助金が減額さ

れるため，安定的な運営に向けて経営努力が必要である。 

【事 業】 

・高年齢者が増加していく中で，会員数の増加に対応できる仕事の確保が

必要である。 

(社福)とよさか福祉会 【組 織】 

・市の職員が法人の設立当初から関わってきたため，事務局長として派遣

されているが，設立後間もないために固有職員が育成されていない。 

(社福)豊聖福祉会 【組 織】 

・市の職員が法人の設立当初から関わってきたため，法人の施設長として

派遣されているが，代わりの職員としての固有職員が育成されていない。 
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５ 外郭団体の見直しの方向性 

 

前記「２ 見直しの対象とする外郭団体」における【法人形態及び機能別分類によ

る経営の方向性】や「３ 見直しの基本的な考え方」を踏まえ，以下の３つを外郭団

体の見直しの基本的な方向性とします。 

 

【見直しの基本的な方向性】 

１ 存在意義が薄れた団体は廃止する。 

２ 一定の期限ごとに事業内容･効果などの不断の見直しを行う。 

３ 本市の戦略や市民のニーズに対応する団体は経営体質の改善を図ること

を前提とし，積極的に拡大･再編を行う。 

（単なる団体の組織の拡大ではなく，機能の拡大） 

 

上記の方向性を基本とし，現在の各団体の課題である前記「４ 外郭団体における

課題」を照らし合わせ，早急に取り組むべき各外郭団体の具体的な見直しの方向性を

以下のとおりとします。 

 各団体と本市所管課は連携し，この方向性に沿って見直しに取り組んでいくことと

します。 

 

１ 存在意義が薄れた団体は廃止する｡(３団体) 

 

① 廃止を検討する団体（３団体） 

   社会経済情勢の変化により存在意義が低下したり，効果的な事業の実施が困難 

であることから，廃止を検討する。 

 

２ 一定の期限ごとに事業の内容･効果などの不断の見直しを行う｡(１８団体) 

 

② 抜本的な改革を行う団体（２団体） 

深刻な経営状況や厳しい社会経済情勢を踏まえ，組織体制や実施事業を含めた 

今後のあり方を検討し，抜本的な改革を行う。 

 

③ 統合も含め，組織及び事業を見直す団体（６団体） 

適正な組織体制の整備や設立目的に沿った団体運営を行うため，統合を含め， 

組織体制や事業などの見直しを行う。 

 

④ 市の関与を見直す団体（７団体） 

市職員の派遣による人的支援，市からの補助金や委託料等による財政的支援等 

を最小限に留め，団体の自主性・自立性を高める。 
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⑤ 出資者の立場から経営改善を働きかける団体（３団体） 

市の出資団体及び商法法人として公益性と収益性を確保するため，出資者の 

立場から経営改善を求める。 

 

 

 

 

⑥ 組織の活性化，機能の拡充を図る団体（６団体） 

市民からのニーズに対応する安定した団体運営を行うため，単なる組織の拡大 

ではなく，組織基盤の見直しや強化，事業の拡大・機能強化を図る。 

 

【見直しの方向性別外郭団体一覧】 

基本的な方向性 具体的な方向性 団 体 名 出資等比率 

(財)新津文化振興財団 100.0% 

新津地域振興(株) 83.3% 

１ 存在意義が薄れた 

団体は廃止する。 

①廃止を検討する団体 

(財)新潟テレトピア振興協会 44.4% 

新潟地下開発(株) 26.2% ②抜本的な改革を行う

団体 (財)新潟市開発公社 23.1% 

(財)新潟市都市緑化推進協会 100.0% 

新潟市土地開発公社 100.0% 

(財)新潟地域産業振興センター 86.4% 

(財)新潟勤労者福祉振興協会 50.0% 

(財)會津八一記念館 50.4% 

③統合も含め，組織及

び事業を見直す団体 

(社福)新潟市社会福祉協議会 ― 

(財)新潟市体育協会 100.0% 

(財)新潟水道サービス 100.0% 

(財)新潟市勤労者福祉サービスセ

ンター 
98.0% 

(財)新潟ミートプラント 40.0% 

(株)新潟市環境事業公社 34.6% 

(社福)とよさか福祉会 ― 

④市の関与を見直す団

体 

(社福)豊聖福祉会 ― 

(株)エフエム新津 51.5% 

(株)まちづくり豊栄 50.0% 

２ 一定の期 限ごとに

事業内容・効果など

の 不 断 の 見 直 し を

行う。 

⑤出資者の立場から経

営改善を働 きかける

団体 
新潟バイオリサーチパーク推進機

構(株) 
25.0% 

(財)新潟市国際交流協会 100.0% 

(財)新潟市芸術文化振興財団 100.0% 

(財)新潟観光コンベンション協会 71.4% 

(財)新潟インダストリアルプロモー

ションセンター 
55.9% 

(社)しろね農業振興公社 50.0% 

３ 本市の戦略や市民

のニーズに対応する

団体は経営 体質の

改善を図ることを前

提とし，積極的に拡

大・再編を行う。 

⑥組織の活性化，機能

の拡充を図る団体 

(社)新潟市シルバー人材センター ― 

３ 本市の戦略や市民のニーズに対応する団体は経営体質の改善を図ることを

前提とし，積極的に拡大・再編を行う。(６団体) 
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６ 見直しの取り組み内容 

 

 前記「５ 外郭団体の見直しの方向性」に基づき，各外郭団体及び本市は見直しに

取り組んでいくこととなりますが，本市において取り組むべき内容と団体において取

り組むべき内容は，以下のとおりです。 

 

（１）本市における取り組み 

① 所管課の指導監督，経営状況の把握 
各外郭団体の所管課は，各団体の自主性・自立性を尊重しつつ，団体を活 

    用する際は，設立目的と実施事業とを照合し，事業の検証と評価を行うとと

もに，各団体が課題を解決できるよう指導監督を行います。 

     また，所管課は各団体の経営監督責任を有することを自覚し，団体の経営 

状況を把握し，適切な指導を行います。 

 

 ② 人的関与の見直し  

   外郭団体が自主性・自立性を発揮し，本市から独立した責任体制を築くこ

とができるよう，各団体の経営状況や業務量等を勘案しつつ，本市からの各

団体への派遣職員や兼務職員の削減を図るとともに，本市ＯＢ職員による職

員や役員への就任についても最小限に留めることとします。 

   なお，本市派遣職員や本市ＯＢ職員の削減に伴い，外郭団体が職員を補充

する場合にも，各団体の状況に留意し，適切な補充となるよう指導します。 

 

③ 財政的関与の見直し 

     外郭団体が本市からの補助金や委託料等に依存しない経営基盤を築くため，

補助金や委託料等による各団体への財政的支援については最小限に留めるこ

ととします。 

なお，補助金や委託料等の削減に当たっては，その金額の算定方法を見直

すとともに，団体を活用することのメリットや必要性，事業を委託すること

の的確性を検証することとします。 

 

 ④ 指定管理者制度への対応 

 公の施設の指定管理者制度の創設に伴い，同制度を導入する施設について 

は，本市で策定した「公の施設に係る指定管理者制度に関する指針」に基づ 

いて，積極的に公募による指定管理者の選定を行っていきます。 

 本市の施設の管理運営を行ってきた外郭団体は，指定管理者として指定さ 

れるために，積極的な経営改善やサービスの向上などの改革を行う必要があ 

りますが，各団体の改革が着実に実施できるよう，必要に応じて本市は適切 

な支援を行います。 
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（２）外郭団体における共通の取り組み 

 外郭団体自らが業務や組織等，全てに及ぶ点検を行い，積極的に以下の取り組みを

進めていくよう，本市は団体に対して指導します。 

 

   ① 効率的・効果的な運営 

     収益事業の強化や経費削減を徹底化し，市民のニーズを反映した事業運営 

を行うため，各外郭団体は自主的な事業の点検，具体的な成果目標を設定し， 

評価を行うとともに，市民や利用者からのニーズを把握することとします。 

 

② 財政基盤の強化 

    本市からの補助金や委託料等を削減し，自主的・自立的な団体運営，安定 

的な事業の実施とサービスの提供を行うことができるよう，各外郭団体は収 

益事業の充実，新規の会員や寄付を開拓するなどにより，自主財源の確保に 

取り組むこととします。 

また，団体の基本財産等については，有効活用を図るとともに安全な運用 

を行うこととします。 

 

   ③ 経営責任の明確化 

     外郭団体の役員については，経営能力を有する人材を登用するとともに，

団体の運営状況に合わせて役員数の適正化を図ることとします。 

また，経営責任者は経営理念や経営目標を明らかにするとともに，自ら経

営評価を行い，その結果を公表し，業績を反映した役員の処遇を検討するな

ど，経営者としての責任を明確にすることとします。 

 

   ④ 職員数及び給与の適正化 

     外郭団体の職員については各団体の業務量に応じて適切に採用するほか，

厳しい経済状況を踏まえ，職員数の適正化を図ることとします。 

     その上で各団体は，多様化する市民ニーズや新たな課題に的確に対応でき 

る職員の育成のため，研修制度の充実に努めることとします。 

     また，給与制度についても，各団体の経営状況や職員の業務実績を反映し 

た給与制度の導入や各種手当の見直しを行い，削減に向けて取り組むものと 

します。 

 

   ⑤ 透明性の確保 

     外郭団体は行政の担うべき分野を補完・代替・支援してきたことから，団 
体の事業や経営状況等について積極的な情報公開を行い，透明性の確保に努 
める必要があります。 

     各団体は情報公開に関する規程や手続き等を具体的に定め，その実施に努 

めることとします。 

また，事業内容や財務諸表等経営状況，役員報酬等について，市民の閲覧

に供するほか，ホームページによる情報提供についても積極的に行うことと

します。 
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⑥ 指定管理者制度への対応 

     これまでに本市の施設を管理してきた外郭団体であっても，公募による指 

定管理者の選定の下では，民間事業者等の他の選定対象者と同じ立場にある 

という認識に立つことが必要となります。 

指定管理者として指定を受けるため，各団体は，本方針を参考に積極的な

改革を行い，競争に堪え得る運営体制と経営基盤を築くほか，団体自らの特

徴や実績を生かすとともに，市民ニーズの把握とそれに対応したサービスの

提供等，高付加価値のサービスを提供できるような団体への変革が必要とな

ります。  

 

（３）各外郭団体に対する取り組み 

 

１ 存在意義が薄れた団体は廃止する｡(３団体) 

 

① 廃止を検討する団体（３団体） 
   社会経済情勢の変化により存在意義が低下したり，効果的な事業の実施が困難 

であることから，廃止を検討する。 

団 体 名 市による取り組みの方向性 団体が取り組むべき内容 

(財)新津文化振興財団 ･平成 17 年度をもって廃止する方向

で検討する。 

・新津美術館については，直営方

式か或いは指定管理者制度の導

入を検討する。 

・財団廃止に向けた手続きや施設

管理以外の文化事業の引き継ぎ

について検討する。 

新津地域振興(株) ・団体の廃止に伴い，管理施設の

運営引き継ぎの際に，サービスの

低下を招かないよう留意する。 

・廃止に伴う固有職員の処遇を検

討する。 

・管理している施設の次回指定管

理者 選定 時に合わせて，廃 止に

向けた事業の引き継ぎや手続きを

進める。 

・廃止に伴う固有職員の処遇を検

討する。 

( 財)新潟テレトピア振興

協会 

・財団設立から約 20 年，インターネ

ットやブロードバンド等が飛躍的に

普及している現在，テレトピア黎明

期における牽引者としての財団の

役割は終了したものと考えられ，今

後廃止に向けて検討する。 

・残余財産の処分等，廃止に向け

た課題を検討する。 
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２ 一定の期限ごとに事業の内容･効果などの不断の見直しを行う｡(１８団体) 

 
② 抜本的な改革を行う団体（２団体） 

   深刻な経営状況や厳しい社会経済情勢を踏まえ，組織体制や実施事業を含めた 

今後のあり方を検討し，抜本的な改革を行う。 

団 体 名 市による取り組みの方向性 団体が取り組むべき内容 

新潟地下開発(株) ・法人が実施する事業と古町西堀

地区の活性化との関連を踏まえ，

法人の存在意義について検討す

る。 

・他の債権者との協議を進め，今後

の法 人 のあり方 について検 討 す

る。 

・債権者との協議を進め，今後の法

人のあり方について検討するととも

に，存続の場合には実 施事 業の

収益性を高め，経費削減に取り組

むとともに，経営改善計画を早急

に策 定 し， 抜 本 的 な対 策 を 立 て

る。 

 (財)新潟市開発公社 ・事業の大部分を占める施設管理

受託事業については，次回公募に

よる指定 管理 者の選 定時におい

て，プロパー職員が多いことから，

指定されない場合の対応を財団と

ともに早急に検討する必要がある。 

・市からの派遣職員を順次引き揚げ

る必要がある。 

・指定管理者制度移行（今回は非

公募）に伴い，委託事業及び委託

料の見直しを行う。 

・既に公募時期が決まっている施設

が殆どであり，指定管理者制度へ

の対 応について，経 営の効 率 化

（職員の減，給与水準の見直し，

入札などによる経費の縮減等）及

び市民サービスの向上についての

改革を進めるとともに，指定を受け

るための具 体 的 な対 応 策 を立 て

る。 

・新規事業の展開を図り，職員の雇

用確保を検討する。 

・市と財団で協議を行いながら，財

団のあり方及び事業内容の見直し

について，施設管理業務の縮小も

含めて検討し，今後のビジョンの明

確化及び経営計 画の策定を行う

必要がある。 

 

 

③ 統合も含め，組織及び事業を見直す団体（６団体） 
   適正な組織体制の整備や設立目的に沿った団体運営を行うため，統合を含め， 

組織体制や事業などの見直しを行う。 

団 体 名 市による取り組みの方向性 団体が取り組むべき内容 

(財 )新潟市都市緑化推

進協会 

・市からの派遣職員及び委託事業

について見直す。 

・公益事業及び収益事業の強化，

施設管理事業等の今後の事業の

あり方について検討する。 

・公募による指定管理者制度への

対応のため，経営改善等に向けた

具体的な対応策を立てる。 

・組織のあり方について検討する。 
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団 体 名 市による取り組みの方向性 団体が取り組むべき内容 

新潟市土地開発公社 ・長期保有土地のうち，事業用地の

再買取を進める。 

・地価下落傾向にあるため，今後，

公社に先行取得依頼することの可

否を含めての公共事業のあり方及

びそれに伴う公社の事業のあり方

について検討する。 

・地価下落傾向にあるため，今後の

公共用地の先行取得については，

市による取り組みの方向性により

事業のあり方，見直しを検討する。 

・長期保有土地のうち，事業用地は

市による事業用地再買取を進め，

代替地は含み損の処理及び計画

を策定し，処分を進めていく。 

(財 )新潟地域産業振興

センター 

・産業振興センターの施設管理に

ついての指定管理者制度への対

応に向けた経営改善のため，業務

の見直し及び類似団体との統合を

含め，団体のあり方について抜本

的に見直す。 

・公募による指定管理者の選定時

に，現在の施設管理 受託事 業を

民間と競争するのか，撤退し，財

団の自主事業に特化して実施する

のか，早 急 に 決 定 する 必 要 があ

る。 

・施設管理受託事業を民間と競争

する場合は，人件費，組織とも抜

本的な改革が必要となる。 

・撤退し，財団の自主事業に特化す

る場合でも，財源，人員とも不足し

ているため，類似団体との統合を

含め，団体のあり方について抜本

的に見直す必要がある。 

(財 )新潟勤労者福祉振

興協会 

・事業費の不足分を補填する補助

金の支給方法及び補助基準を見

直す必要がある。 

・経営改善及び新潟テルサが公の

施設となることによる指定管理者制

度への対応のため，業務の見直し

及び類似団体との統合を検討す

る。 

・財団として人件費の削減（人員の

減，給与水準の低下等）や入札の

実施による経費削減に努め，経営

基盤の確立を図る。 

・新潟テルサが公の施設となること

による指定管理者 制度への対応

に向けた経営改善のため，業務の

見直し及び類似団体との統合を含

め，団体のあり方について抜本的

に見直す必要がある。 

(財)會津八一記念館 ・財 団の自 助 努 力 を発 揮 で きるよ

う，観覧料収入を財団の収入とす

ることにより，利用料金制を導入す

ることを検討する。 

・入札の実施等により契約事務の適

正化及び経費削減に努める。 

・来館者の増加に向けて，実施事

業等についての情報提供を推進

する。 

・事業評価制度を導入することによ

り，具体的数値目標を設定しなが

ら，事業内容の見直しを図り，効果

的に事業を実施できるよう取り組む

必要がある。 
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団 体 名 市による取り組みの方向性 団体が取り組むべき内容 

( 社 福 )新潟市 社会福祉

協議会 

・市職員の派遣などの人的な支援

のあり方について見直す必要があ

る。 

・市として委託料や委託先 等及び

補助金など財政的支援について

も，団体の経営改善を促すとともに

見直す必要がある。 

・今後，「あり方懇談会」の提言を踏

まえて，法人が実施すべき事業を

明確にし，事業の取捨選択・重点

化を行うとともに，組織の簡素化及

び政令指定都市移行後の組織に

向けて変更を行う必要がある。 

・法人としての独立性を確保するた

め，市からの派遣職員の引き揚げ

に向け，職員の育成を行う必要が

ある。 

・法人として給与水準の見直し等に

よる経営努力を行う。 

 

 

④ 市の関与を見直す団体（７団体） 
  市職員の派遣による人的支援，市からの補助金や委託料等による財政的支援等 

を最小限に留め，団体の自主性・自立性を高める。 

団 体 名 市による取り組みの方向性 団体が取り組むべき内容 

(財)新潟市体育協会 ・体育課と協会の役割分担を見直

す。 

・政令指定都市移行に向けた事務

局体制の強化のため，市の体育課

との兼務職員の解消を図り，組織

の自立性を高めるべきである。 

・体育課と協会の役割分担を見直

す。 

・政令指定都市移行に向けた事務

局体制の強化のため，専任職員の

配置を検討する。 

・独立した運営体制の確立のため，

新たな賛助会 費の獲得等，運営

経費を確保するための取り組みを

行う。 

(財)新潟水道サービス ・局職員等による役員への就任を見

直す。 

・委託について，委託料や委託先，

契約 方法の見 直しについての検

証を行う。 

・財団の固有職員の育成及び水道

事業に関わる公益的事業を開拓

し，独自性の確保に努める。 

・日本海タワーの老朽化及び入館

者数の減少が進んでいることによ

り，計 画 的 な改 修 や廃 止 等 を含

め，抜本的な対策を検討する。 

・市からの受託業務について，他の

民間事業者との競争に備え，給与

水準の見直し，人員の適正化，経

費縮減などの改革に取り組む。 

(財 )新潟市勤労者福祉

サービスセンター 

・市からの派遣職員の引き揚げ等に

よる補助金の削減に努める。 

・経営基盤の強化を図るため，会員

の拡大による会費収入の増加を目

標に設定し，プロパーを増員する

などして計画的に実施する必要が

ある。 

・補助金が打ち切り又は減額される

ことから，引き続き職員給与を含め

た経費削減に努める。 
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団 体 名  市による取り組みの方向性 団体が取り組むべき内容 

(財)新潟ミートプラント ・組織の活性化を図るため，財団の

固有職員を管理職として育成する

とともに，市からの派遣職員の引き

揚げの実施について検討する。 

・施設管理委託料の見直しを検討

する。 

・市からの派遣職員の引き揚げに当

たっては，事前に財団の固有職員

を管理職として育成する。 

・安定したと畜頭数及び収入を確保

するとともに，給与の見直しや職員

の削減，入札の実施等経費の縮

減に努める。 

・情報公開等に関する規程を整備

するとともに，市民に対する情報提

供を推進する。 

(株 )新潟市環境事業公

社 

・委託料の適正化に努める。 ・経営幹部への登用のため，内部

社員の育成を行う。 

・経費削減に努めるとともに，安定

的な収益の確保を図る。 

・積極的に情報公開を行い，法人

の運営状況の透明性を図る。 

(社福)とよさか福祉会 ・今後，法人の独立性を高めるため

に，固有職員の人材 育成に合わ

せて市からの派遣職員を引き揚げ

る。 

・固有職員の人材育成を行う。 

(社福)豊聖福祉会 ・法人の設立から 10 年経過してお

り，法人の運営状況が安定してい

ることから，市からの派遣職員の引

き揚げを行う。 

・固有職員の人材育成を行う。 

 

 

⑤ 出資者の立場から経営改善を働きかける団体（３団体） 
   市の出資団体及び商法法人として公益性と収益性を確保するため，出資者の 

立場から経営改善を求める。 

団 体 名  市による取り組みの方向性 団体が取り組むべき内容 

(株)エフエム新津 ・市からの委託事業の評価，効果に

ついて明らかにする必要がある。 

・コミュニティ放送局としての存在意

義を明確にし，今後の経営目標及

び事業展開の方向性を明確にす

る。 

・営業活動の強化による新たなスポ

ンサー獲得及び既存のスポンサー

への対応強化により，収入を確保

するとともに，引き続き経費の削減

を行い，累積損失の計画 的削減

に向けて一層の経営努力を行う。 

(株)まちづくり豊栄 ・設 立して５年を目 途 に再 度 見 直

し，改善が見込めない場合は，法

人のあり方の抜本的見直しが必要

である。 

・事業内容を見直し，また，今後の

事業展開について具体的目標を

明らかにし，計画的に取り組む。 

・法人の設立目的に合った収益事

業を確立し，経営基盤の早期確立 

を図る。 

・今後の事業展開に必要な人材を

確保し，組織基盤を強化する。 
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団 体 名  市による取り組みの方向性 団体が取り組むべき内容 

新潟バイオリサーチパー

ク推進機構(株) 

・設立してまだ２年であるため，出資

者の立場での経営の改善要請や

産学官連携の促進などを当面検

討すべきである。 

・地域産業の活性化に向けて，共

同研究及び委託研究体制の構築

を行い，研究成果を活用した事業

化・起業化支援を進めることが求

められる。 

・赤字決算の早期解決及び経営基

盤の安定化のため，産学官の連携

体制を強化し，収益事業の実施体

制の確立を図る。 

 

 

 

 

 

⑥ 組織の活性化，機能の拡充を図る団体（６団体） 
   市民からのニーズに対応する安定した団体運営を行うため，単なる組織の拡大 

ではなく，組織基盤の見直しや強化，事業の拡大・機能強化を図る。 

団 体 名 市による取り組みの方向性 団体が取り組むべき内容 

(財 )新潟市国際交流協

会 

・市と財団の役割分担を明確にし，

市として必要な事業の再検討及び

重点実施を行うとともに，財団の組

織体制の見直しを行う。 

・市の業務，財団で行うべき業務を

見直し，市と財団の役割分担を明

確にする。 

・非常勤職員が多数を占める中，勤

務内容や責任体制を明確にした

組織を構築する。 

・基本財産の運用について，専門

家の助言を得るとともに，今後の運

用方針を検討し，金融リスクに対

応した運用を図る。 

・国際友好会館の指定管理者の次

回公募選定時の具体的対策を早

急に計画する。 

(財 )新潟市芸術文化振

興財団 

・市と財団の役割分担を明確にし，

市として必要な事業の再検討及び

重点実施を行うとともに，財団の組

織体制の見直しを行う。 

・組織のあり方を見直し，独立性を

確保する。 

・公募による指定管理者制度への

対応について，抜本的な方針を立

てる必要がある。 

・事業の評価制度を確立することに

より，事業の見直しを行う。 

 

 

 

 

 

 

 

３ 本市の戦略や市民のニーズに対応する団体は経営体質の改善を図ることを

前提とし，積極的に拡大・再編を行う。(６団体) 
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団 体 名 市による取り組みの方向性 団体が取り組むべき内容 

(財)新潟観光コンベンシ

ョン協会 

・市と財団の役割分担を明確にし，

市として必要な事業の再検討及び

重点実施を行うとともに，財団の組

織体制の見直しを行う。 

・市の業務，財団で行うべき業務を

見直し，市と財団の役割分担を明

確にするとともに，民間関係業界

の人材の登用を図り，財団の独自

性を発揮できる事業展開を実施す

る必要がある。 

・具体的な目標値を設定しながら，

計画的に自主財源を確保し，経営

基盤の確立を図る必要がある。 

・観光案内センター及び観光情報

館の機能強化，充実及び効率的

運営を図る。 

(財)新潟インダストリアル

プロモーションセンター 

・市として必要な事業の再検討及び

重点実施を行い，財団の機能強

化を図る。  

・政令指定都市における産業支援

機関として，財団のプラットフォー

ム化を進め，総合相談窓口を設置

することにより，中小企業に対する

支援機能を強化する。 

・市の産業施策の実施機関として必

要な補助金を確保する。 

・今後，財団の機能を拡大していく

中で，機能に見合った組織基盤を

確立するため，職員の確保を行う

必要がある。 

(社)しろね農業振興公社 ・６名の市の一部職務免除の職員と

農協からの出向職員で運営されて

いるが，今後は，市と公社の役割

を明確にして，市による人的関与

のあり方を順次減らしていく必要が

ある。 

・会員の増加及び事業の浸透を図

るために，公社の存在や実施事業

について情報提供を行う。 

・会員の増加等によって公社の組織

基盤を強化する。 

・市だけでなく，理事などの役員を

中心とした会員も協働する組織づ

くりを推進する必要がある。 

・会費収入等 自主財源を確 保し，

経営基盤の強化を図るため，今後

の事業展開を明確にし，具体的な

目標を設定した計画等を策定する

必要がある。 

( 社 ) 新 潟 市シルバー人

材センター 

・市 として民 間 委 託 を推 進 する中

で，団体の活用も検討する。 

・ 政 令 指 定 都 市 へ の 移 行 を 見 据

え，人員配置等組織形態について

見直す。 

・今後予想される会員数の増加に

対応するため，既存事業を強化す

るとともに，事業に関する積極的な

情報提供及び新規事業の開拓に

より，会員の就業機会を確保する。 

・国庫補助金の削減に対応するた

め，資産の安定的運用を行うととも

に，経費の節減，実施事業の見直

しに取り組む。 
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７ 見直しの進め方 

 

 外郭団体の見直しを進めていく中で，団体に対する市のチェック機能を働かせるた

め，今後は以下の取り組みを行います。 

 

（１）「（仮称）経営改善計画」の策定 

 本方針に基づく具体的な取り組みや数値目標，達成年度などを示した年次計画であ

る「（仮称）経営改善計画」を平成１７年度中に策定し，本市の外郭団体への関与のあ

り方を適切に見直すとともに，団体自らが着実な経営改善等に取り組みます。 

計画の進行管理については，毎年度，各団体による取り組みの実施状況の報告を受

け，計画の適切な見直しを行うとともに，計画目標年度終了後には，対象団体につい

て改めてそのあり方等を抜本的に見直すこととします。 

 

（２）外郭団体評価システムの構築 

 本方針により，外郭団体に対し，毎年度，経営状況や実施事業について，各団体に

よる自己評価及び外部による評価を実施し，その結果を活かせるような評価システム

を確立します。 

 なお，システムの構築に当たっては，その評価結果が役員の処遇に反映するシステ

ムの導入をめざします。 

 

（３）推進体制 

   ① 総合的な推進体制 

     外郭団体の見直しの推進については，市政創造推進戦略本部及び行政経営

部会により，全庁的・総合的に取り組むとともに，外部の学識経験者や公募

委員から構成される行政経営委員会から必要な意見，提言を受けながら推進

します。 
   ② 市政創造推進戦略本部の構成 

     本部長： 市長  副本部長： 助役 
     委 員： 収入役，教育長，水道事業管理者，各局長，市民局理事 
   ③ 行政経営部会の構成 

     委 員： 庁内部長職員 

   ④ 行政経営委員会 

学識経験者や公募委員から構成される外部委員会 
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